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山梨県都市計画審議会 第１回マスタープラン委員会 会議録  

 

１ 日時 平成 28 年 11 月 8 日（火）14：30～16：30 

 

２ 場所 山梨県防災新館 402 号室  

 

３ 出席者（敬称略）  

 

（委員） 【都市計画審議会委員（学識経験者）】  

   刑部  利雄  委員  

   佐々木  邦明 委員  

   丹沢  良治  委員  

   若狭  美穂子 委員  

【専門委員】  

      中井  検裕  委員  

      村上  暁信  委員  

      清水  知佳  委員  

      加藤  義人  委員  

 

（事務局）（都市計画課）  

課 長        望月 一良  

まちづくり推進企画監 有泉 修  

総括課長補佐     上野 良知  

課長補佐       伊良原 仁  

課長補佐       雨宮 康治  

副主幹        姫野 英明  

副主査        渡辺 祥平  

（セントラルコンサルタント株式会社）  

             小坂 知義  

             丸山 翔大  

４ 傍聴者の数 １５人  
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５ 会議次第  

 

 （１） 開会  

 （２） 委員紹介、任命書交付  

 （３） 課長あいさつ、事務局説明  

 （４） 委員長あいさつ  

 （５） 議事  

   １）山梨県の都市づくりを取り巻く状況の変化  

   ２）県マス・区マスの関連施策の実施状況  

   ３）マスタープラン改定にあたっての検討課題  

   ４）意見交換  

 （６） その他  

 （７） 閉会  

 

６ 議事の概要  

 

 別紙会議録による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 - 

 

山梨県都市計画審議会 第１回マスタープラン委員会 会議録  

 
司会    それでは、定刻となりましたので、ただいまより山梨県都市計画

審議会、第１回マスタープラン委員会を開催いたします。  
      私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、山梨県県土整

備部都市計画課の上野でございます。よろしくお願いいたします。  
      最初に、お手元の資料を確認させていただきます。  
      まず議事の次第、委員名簿、事務局資料、そして最後が議案資料

となっております。また参考資料といたしまして、現在の山梨県都

市計画マスタープランと都市計画総括図をご用意させていただきま

したので、必要に応じご覧ください。  

      それでは、委員会に先立ちまして、去る９月６日に開催しました

第１４９回山梨県都市計画審議会において、信田会長が指名されま

した委員の皆様をご紹介させていただきます。お手元の委員名簿を

ご覧ください。お名前をお呼びいたしますので、その場にてお立ち

ください。  
      まず、山梨県都市計画審議会から、農業・造園部門の荻野勇夫様。

荻野委員につきましては、本日都合により欠席となっております。  
      環境・衛生部門の刑部利雄様。続きまして、都市計画審議会 信

田会長から指名され、今回委員長を務めていただきます交通・都市

計画部門の佐々木邦明様。商工業部門の丹沢良治様。建築・土木部

門の若狭美穂子様。  
      次に、新たに都市計画審議会、専門委員として、本委員会に参加

していただくことになりました方々をご紹介させていただきます。  
      東京工業大学大学院教授 中井検裕様。山梨大学特任教授 北村

眞一様。北村委員につきましては、本日都合により欠席となってお

ります。筑波大学教授 谷口守様。谷口委員につきましても、本日、

都合により欠席となっております。筑波大学教授 村上暁信様。山

梨学院大学准教授 清水知佳様。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテ

ィング株式会社執行役員副本部長 加藤義人様。  
      新たに委員となられました皆様に、知事から任命書の交付を行い

たいと存じます。本来であれば、皆様一人一人に任命書をお渡しす

べきところでございますが、時間の都合上、机の上に任命書を置か

せていただいております。ご理解のほど、よろしくお願いいたしま

す。  
      それではここで、都市計画課長の望月よりごあいさつを申し上げ

ます。  
 
都市計画  県土整備部都市計画課長の望月でございます。よろしくお願いし

課長   ます。  
      本日ご列席の委員の皆様方には、公私ともに大変ご多用の折、マ

スタープラン委員会のためにご参集いただきまして、誠にありがと

うございます。また、先ほど知事に代わりまして任命させていただ
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きました委員の皆様方には、大変ご苦労ではございますけれども、

本県の都市づくりのために、ぜひともお力添えを賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。  
      さて、本県では、昨年度、県政運営の指針となります「ダイナミ

ックやまなし総合計画」を策定いたしまして、すべての県民が明る

く希望に満ち、安心して暮らせる「輝き あんしん プラチナ社

会」の実現に向け、計画推進に取り組んでいるところでございます。  
      また、これに合せまして、県土整備部といたしましては、第３次

山梨県社会資本整備重点計画を策定いたしまして、長期的にはリニ

ア開業、短期的には東京オリンピック、パラリンピック開催を見据

えた中で、今後整備すべき社会資本の全体像を明らかにしたところ

であります。  
      このような中、都市計画の分野におきましては、平成２２年３月

に策定しました山梨県都市計画マスタープラン及び２３年に策定い

たしました都市計画区域マスタープランに基づきまして、都市機能

集約型都市構造の実現を目指し、都市づくりに取り組んできたとこ

ろでありますけれども、先ほど申し上げましたように、リニア開業、

それから中部横断自動車道の東名・中央道間の全線開通、それから

富士山の世界遺産登録に伴います観光動向の変化などに加え、国の

立地適正化制度の創設など、今後の本県の都市づくりに影響を及ぼ

すことが予想される様々な社会経済情勢の変化が見込まれることか

ら、現マスタープランの目標年次は平成 32 年となっておりますけ

れども、２年ほど前倒しして、見直しに着手することとしたところ

でございます。  
      山梨の都市づくりのため、よりよい計画となるよう、委員の皆様

方には、どうかこの委員会の役割と重要性をご理解いただきまして、

ご指導、ご協力いただきますようお願い申し上げる次第でございま

す。  
      終わりになりますが、委員の皆様のますますのご健勝とご活躍を

祈念申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。２年間というち

ょっと長い期間になってまいると思いますけれども、どうぞよろし

くお願いいたします。  
 
司会    次に、都市計画審議会への諮問内容及び委員会の進め方について、

事務局から説明します。  
 
事務局   それでは、委員会について説明いたします。資料は別添の事務局

資料で、こちらの資料になっております。よろしくお願いします。  
      まずページをめくっていただいたところの、１ページに、第１４

９回都市計画審議会にて、山梨県都市計画マスタープラン及び都市

計画区域マスタープランの改定方針についてということで、県から

審議会に対して諮問を行った通知文を添付しております。この諮問
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に対する審議を行うため、マスタープラン委員会が立ち上げられて

おります。  
      次に、本委員会の進め方について、説明させていただきます。ペ

ージをめくっていただいた２ページ、こちらに予定の概要のスケジ

ュールを添付しております。  
      本委員会は、今年度は、今回を含め２回を予定しております。さ

らに来年度以降につきましても、改定の作業内容の事項に応じまし

て、来年度４回程度、再来年度は１回程度開催させていただき、最

終的には改定方針の原案を作成して、都市計画審議会へ提言案とし

て報告していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いし

ます。  
      また、ある程度の段階になりましたら、都市計画審議会へ中間報

告していただくことを予定しております。  
      次に、公開についてですが、本委員会は、３ページの審議会等の

会議の公開等に関する指針に沿って、県のほかの附属機関同様、原

則公開で開催させていただきたいと考えておりますので、ご了承く

ださいますよう、お願い申し上げます。ただし、委員会の会議録に

ついては、都市計画審議会と同じように、個々の発言者の氏名は非

公開とさせていただくことを考えています。このため、公開に先立

ち、各委員に、書記である山梨県都市計画課が作成する会議録の案

をお送りし、ご発言の内容を確認していただくこととしております

ので、あらかじめご承知おきください。  
      本日の委員会につきましては、おおむね１時間半から２時間程度

を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  
      事務局からの説明は以上です。  
 
司会    ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等、ございま

すでしょうか。  
      それでは、委員長をお願いいたします佐々木委員にごあいさつを

いただきたいと存じます。  
      佐々木委員長、よろしくお願いいたします。  
 
委員長   先ほどご紹介いただきました山梨大学の佐々木と申します。都市

計画審議会の会長であります信田会長よりご指名いただきまして、

この委員会の委員長を務めさせていただきます。  
      先ほどごあいさつの中にもございましたように、このマスタープ

ラン、平成２２年、２３年というところで策定されました。そこは

非常に先進的で、様々な取り組みがなされている中で、この山梨県

の取り巻く環境というのは、変化が起きていますという話がござい

ました。  
      １点だけ私が補足させていただくと、あとは公共交通の計画が県

のほうで立てられておりまして、そういうことを含めて、山梨県全

体を都市マスタープラン、都市のこれからのあり方をぜひご議論い
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ただきながら、よりよいマスタープランの改定というのをしていき

たいというように思っております。大変微力ではございますけれど

も、円滑な議事進行に努めたいというように考えておりますので、

皆様のご協力、よろしくお願いしたいと思います。  
 
司会    ありがとうございました。  
      なお、山梨県都市計画審議会委員会設置要綱第２条第２項の規定

に基づく委員長代理につきましては、佐々木委員長より、北村委員

を指名していただき、了解をいただいております。  
      それでは、これより議事に入らせていただきます。進行につきま

しては、佐々木委員長に議長をお願いし、議事を進めていただきた

いと存じます。  
      では、佐々木委員長、よろしくお願いいたします。  
 
委員長   それでは、早速でございますけれども、皆様のお手元にございま

す議事次第に従いまして、進行させていただきたいと思います。  
      本日は、議事１、２、３、４ということでございますので、こち

らの進め方につきまして、事務局の方から、どういう形でご説明い

ただくか。まとめてされますか。  
      それでは、１、２、３ということで、関連する議事と思いますの

で、１、２、３をまとめてご説明をしていただくということでお願

いいたします。  
 
事務局   ～資料説明～  
 
委員長   どうもありがとうございました。ただいま議事の１から３という

ことで、ご説明をいただいたのですが、これについてというよりも、

続きまして、そのまま意見交換（４）というところのほうに移らせ

ていただきたいと思います。お時間十分ございますので、ただいま

県のほうからご説明いただきました１、２、３の件、状況の変化と

いうことで、非常に多くの内容を駆け足でご説明いただいたので、

不明な点があるかもしれませんが、そういうことに対するご質問と、

また実施状況というところのご説明もいただきました。その内容に

ついてもご質問やご意見、また最後に、マスタープランの改定に当

たっての検討課題、さまざまな環境の変化の中で、こういうことが

前回のマスタープランの中で課題になってきているであろうという

ことをご提案いただいています。こういうことにつきまして、ご質

問やご意見、ぜひいただきたいと思います。お時間たっぷりござい

ますので、どなたからでも結構ですので、ぜひご意見いただきたい

と思います。いかがでしょうか。  
 
Ａ委員   資料を見せていただいて、ちょっと不思議だなと思ったことがあ

ったんですけれども、空き家の状況で、平成５年ごろから急激に空
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き家率みたいなのが進んでいるんですが、特に賃貸住宅の空き家率

が非常に多くなっていて、一番初めの世帯数で考えると、世帯数は

伸びているのに、その空き家の数が伸びているというのはどういう

ことだろうと思ったときに、住宅ローンの金利が下がったのが、ち

ょうど平成８年くらいからで、山梨の場合は、土地も安く手に入る

ということと、建築の金額自体も、都心に比べて随分安くできるの

で、賃貸と同じくらいの金額で持ち家が持てるということで、そっ

ちに移行したのかなというように考えたんですね。  
      その後に、住宅着工の内容をちょっと調べてみたら、戸建ての数

はそんなに伸びていなかったのですけれども、分譲の住宅がすごく

伸びていて、やはりそこら辺が土地利用で問題になっている、調整

区域や白地地域の開発が進んでいるというようなところにつながっ

ていくのかなと思っていて、これはこれから住み方とか、そういう

ことを考えていく中で、人口を増やしていこうという計画の中で、

今ある交通網とかそういうようなものを十分利用できるように、そ

ういった開発だとか、そういうような地域をある程度決めていかな

いと、これから無秩序に広がっていけば、車の利用とかも多くなっ

てくるし、このメッシュが薄くなってくるという理由にもなってい

くのかなというように感じたのですけれども、そこら辺の開発の仕

方とか、そういうようなことの計画をもうちょっと練ってやってい

くということもこれから必要なのかなというように感じました。以

上です。  
 
委員長   ありがとうございます。幾つかご指摘をいただいた中で、事務局

からお答えございますか。よろしいですか。  
 
事務局   貴重なご意見、ありがとうございます。  
      今、Ａ委員の方からも話があった、２０ページの空き家率の関係

なんですが、この空き家率を扱っている部署に確認をしたところ、

急激に増加しているというお話で、やはりバブルのころに結構需要

があった集合住宅みたいなものが、バブルが終わっても、つくられ

続けていて、結果的に余るような形になってしまうというような状

況です。多分、アパートの方が移り住むときに、アパート建てても、

２回、３回とか回転せずに、次に新しいところができてしまうと、

新しいアパートを求めてしまって、建てたばかりで、２回ぐらいし

か使われていないところが余ってしまうとか、そのような状況にな

っているようなことがあるそうです。  
      ですから、そういうことで、左側のグラフにおいても、賃貸用の

空き家率って、急激に上位というんですか、山梨が、こういう状況

が続いていて、１０から１５について空き家率がぐっと伸びている、

こういうことを教えていただきました。  
      また、先ほどＡ委員がいった持ち家の関係とか、分譲の数の関係

みたいなものは、また後日調べてみたいと思います。  
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      それから、後の今ある交通網がという話で、おっしゃっているこ

とは、公共交通があるところだと思うのですが、我々も国もそうで

すけれども、コンパクト・シティ・プラス・ネットワーク、今うち

も拠点の中にいろいろな機能を入れて、都市機能を入れていって、

そういう住みよいまちをつくっていくということを目標に取り組ん

でいるのですが、先ほどの課題にあるように、市街地外の開発がな

かなか止まらない状況もあったりして、なかなか実現が厳しいとい

う状況です。  
 
委員長   ありがとうございます。そのほかにご質問、ご意見ございました

ら、いかがでしょう。  

      非常に盛りだくさんの資料でございますので、なかなか。――Ｂ

委員、お願いいたします。  
 
Ｂ委員   もう人口が減っていくという流れが強いものですから、よほど会

社等の勤めるところを増やすなど、色々しないと人口減少は歯止め

がかからない。そんな中で、市町村が市街化調整区域に分譲地をつ

くり続けたりしている。そういうことを県のほうで止めることはで

きないのかなというのが一つ。それからこの甲府駅周辺の半径何キ

ロの中に、３０％ぐらいの空き家がありますが、そういうのを何か

うまく使えるようなまちづくりをしていくことです。空き家対策も

どうもインパクトがなく、強力な行政主導ができていない状況です、

コンパクトシティというのは大きな流れですので、甲府駅を中心と

したコンパクトなまちをつくること、何かそんなことを変えていけ

ば、本当にもうちょっと効率のいいまちづくりができるのかなとい

う感じがいたします。  
 
委員長   ありがとうございます。ただいまご指摘があったことについて、

事務局から何かございますか。  
 
事務局   ご意見いただきまして、大変ありがとうございます。今言われま

したのは、例えば、調整区域の開発等につきましては、県のほうで

はなくて、市町村のほうで、開発条例というのをつくっておりまし

て、市町村のほうで、そういった開発許可に見合うものがあれば、

市町村のほうで判断をして、現在許可をしているという状況になっ

ています。元々うちのほうでも、市街化調整区域というのは、当然

調整区域にもとから住んでいる方がいると思うのですが、そういっ

た既存のコミュニティ、そういったものを維持する程度のものにつ

いては、マスタープランの中でもできるような形には書いているん

ですが、それをちょっと通り越してという言い方は、表現がいいの

かわからないんですが、より広くやられているような事例もちょっ

とみられるので、市町村においては、ちょっと今指導をしているよ

うな状況になっております。  
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      あと、もう一つ、地区計画というのがあって、市町村が、甲府市

さんなんかが、向町の辺を開発しているんですが、その調整区域に

なるのですが、地区計画については、都市計画決定という手続を踏

んでやる計画になります。市の都市計画決定というのは、以前は、

県の同意というのが必要だったのですが、現在は協議ということに

なっていますので、市町村のほうに権限の委譲をしておりまして、

県は協議を受けるだけということで、その協議の中でやりとりをす

るのですが、最終的には市の中の都計審の中で決定していくような

格好になっております。そのような状況でございます。  
 
Ｂ委員   そうすると、このままそういった住宅地が増え、また、先ほどの

ように、建築会社などが、税金、相続税の対策にいいということで、

アパートを更に多く増やしていく。それが結果的に、今空き家率の

すごい状況になっているわけです。そういう会社が多くあるわけで

す。アパートをつくれば、相続税は安くなって非常にいいよと。あ

る面で、そういう企業がいっぱいいるわけです。そういうのをその

まま、規制もしなければ、行政というのは何のために存在するかと

いうような感じが私はします。何か方法がないのでしょうか。  
 
事務局   先ほど、雨宮の方が、現状ということでお話しさせていただいた

のですけれども、当然そういった問題をどういうような形で今後と

らえていくかというのも、今回マスタープランを改定していく一つ

の目的、意味があるわけですので、いろいろなかなか解決できない

難しい課題もたくさんあるわけですけれども、いろいろなご意見を

いただきながら、今後山梨県として市町村さんの意見も尊重した中

で、どのような土地利用の方法を考えていくかというようなところ

を、今回のマスタープランの改定の中でもまた検討していきたいと

いうように考えておりますので、今後そういった色々な民間の情報

ですとか、そういったことについていろいろ意見をいただいて、ご

教示いただければ、またいろいろな対策とかそういうことにも繋が

ると思いますので、よろしくお願いいたします。  
 
委員長   ありがとうございます。この都市計画マスタープランという、そ

もそも直接規制をするものではないというところがなかなか難しい

ところでありまして、それで市町村さんの場合、先ほどのお話でご

ざいました、制度も変わって、なかなか調整もできないというとこ

ろですが、そうは言いつつも、このマスタープランの中でこうある

べきというところはきちんと打ち出して、それをご理解いただくと

いうことしか多分ないとは思うのですけれども、そういう意味では、

ここでかなり具体的なわかりやすいものができると思うのですが、

なぜ問題なのかというのをきちんと明確にして、そういった意味で、

今回いろいろと問題のたくさん資料をいただいたわけですから、そ
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ういうところがクリアにわかるような形で改定していくというとこ

ろが大変重要ではないかなというように思います。  
      そのほか、ご意見いかがでしょうか。Ｃ委員、お願いいたします。  
 
Ｃ委員   改めて、たくさんの情報をいただきまして、ありがとうございま

した。  
      最後の改定に当たっての検討課題で示された「都市機能集約型の

都市構造を目指す」ということについては、基本的にそういう方向

で良いのだろうと思います。ただ一方で、リニアの関係で少し触れ

られていますけれども、山梨県土全体としての産業振興をどう支え

ていくかという色彩を、もう少し強めに打ち出していく必要がある

のではないかと思います。確かに推計ですとこれから人口の減少が

加速するという趨勢ですけれども、リニアの開業というのは、この

趨勢に変化を与え得るものなのだろうと思います。そのためには、

このマスタープランの中で、産業振興の土台をどのようにつくって

いくかということが、一つの視点として重要ではないかなという気

がしておりまして、つまりは産業適地をどうやって見定めていくか

ということを考えていきたいと思うのです。  
      資料の途中に、４１ページに、現行マスタープラン策定からの変

化のまとめというのがありまして、そこの中の上から２つ目に産業

というのがあるのですけれども、農業の衰退の話と、商業の衰退の

話が書かれていますが、モノづくりについても、改めてちゃんとみ

ていく必要があると思います。前半のデータの中で、サービス業が

ぐっと増えて、山梨県経済のソフト化が進んでいる状況を確認させ

ていただきました。このこと自体、悪いことではないと思いますけ

れども、ただ大都市圏ではサービス業の進展でいいのですが、地方

では、野放図にソフト化しても苦しいだけだと思います。従って、

まとまった雇用規模や産業取引の広がりが大きいモノづくり、ある

いはそれに絡むＲ＆Ｄ機能をどう引き込んでいくかという視点で適

地を見定めていくことが必要ではないかと思うわけです。  
      その際、中部横断道の整備の進展とか、新たなスマートインター

チェンジの整備とか、環状道が完成しますと、そういったところが

着目されるべきだと思います。企業は「安くて便利な土地」を求め

るのが常ですから、そういったところに費用効率の高い産業の舞台

を誘導していくようなことが考えられないだろうかと感じました。  
      もう一つ感想ですが、富士山麓に観光にいらっしゃる方が多いと

いうデータも明示していただきまして、リニアが開業すれば、さら

にそうしたところに人々を呼び込んでいくということが山梨県経済

にお金が落ちるという意味で必要な戦略だと思いました。ところが

２１ページの地図を拝見すると、どうも何か山梨県のリニア駅から

富士山北麓へすっと行ける高速交通網がないなという印象を受けま

して、富士山北麓へのアクセス性の向上というのも、どうにかなら

んものかという気もいたします。  
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      私、名古屋から来ておりまして、山梨県土のことを詳しくわかっ

ていないので、恐らくこの間に大きな山があったりとか、地形的な

制約もあるのかもしれませんので、的外れなことを言っているので

あればご容赦いただきたいのですけれども、富士山北麓を売るとい

うのは、山梨県にとっては重要な戦略の一つだと思うので、甲府か

ら北麓へのアクセスをどうやって高めるかということも、少し視野

に入れておきたいなと思います。その際、リニアが走り始める時代

は、自動運転社会が到来していると思われますので、自専道がある

と、自動運転の導入もしやすいのではないかという気もいたします

から、そんな場合によっては大胆なインフラアップの議論もあって

もいいのかなという気もいたします。実現性がなければ仕方がない

と思いますので、感想までということで、とどめさせていただきた

いと思います。  
      それから最後に１点、これは質問ですが、２８ページですが拠点

的な病院が、非線引きの白地地域内や調整区域などで結構多いです

よね。要は集約型都市機能を目指すという意味においては、重要な

公共機能が逆に飛び出しているというようにも読めるわけなんです

けれども、そう読んでいいのか。いいのであれば、これだけ多く飛

び出しているということについて、その背景を県としてどうみてお

られるか、今後の集約化の議論をする上で、避けて通れないような

気もいたしましたので、少しお話を聞かせていただければと思いま

した。以上です。  
 
委員長   ありがとうございます。ただいま何点か、最後に特にご質問とい

う話ですけれども、それ以前にも幾つかご指摘がいただきましたが、

事務局いかがでしょうか。  
 
事務局   では、最後の都市機能の関係の病院の位置ですね。２８ページで

すかね。現在のマスタープランは、２２年度ということで、それ以

前に、ちょうど今回のマスタープランとか今のマスタープランから

の集約型都市構造に方向転換したものですから、それ以前のものが、

非常に都市、市街地の外に立地しているような状況になりますので、

これを建てかえるといったときには、現在都市機能と我々が拠点と

して示しているところに誘導していっていただくというようなこと

で、ご理解をいただきたいと思います。  
      先ほど言われた、私も自分でご説明していて、観光のところが非

常に伸びているというところで、あと非常にしぼんでいることが多

いのですが、そういった面を含めますと、今、Ｃ委員がおっしゃい

ましたように、リニアの駅、ここからそういった、特に観光が伸び

ている富士北麓地域というのは必要だと思いますので、そういうこ

とも各部署で検討していきたいな、そのように思っております。貴

重な意見ありがとうございます。  
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事務局   つけ加えさせていただきますと、やはり日本全国でこういった庁

舎とか、県庁、市役所みたいな庁舎とか、大病院、こういったもの

は平成１０年代には、郊外に盛んに建設されたという時代があって、

それがやはり国としても問題視されまして、平成１８年に、まちづ

くり三法の改正というようなこともありまして、このときはもう都

市計画法も大きく改正されまして、簡単にこういった調整区域とか、

郊外にそういった施設が、都市機能がつくれないような、一応そう

いう仕組みができました。ここに書かれている病院については、や

はりまちづくり三法改正以前に立地されたものというものがほとん

どですので、今後これらの病院がまた更新時期を迎えて建てかえを

迎える際には、やはりそういうところに建っていいのかどうかとい

うことは、大いに議論されるべきだというように考えております。  
 
委員長   ありがとうございます。幾つかご指摘いただいて、特に最初の産

業振興のところ、産業振興のそういったプランみたいなものという

のが、この中には出ていたかなというのが一つあるのと、あと一つ

は、空き家の話はいただいたのですが、冷静に考えて、本当はいわ

ゆる工業用地の空き地みたいなものですかね、そういうものという

のは結構あるのではないのかなというようにはちょっと思っている

ところがあり、ないのかもしれませんけれども、そういうところに

ついても、実際今どういうような産業用地があって、それをどれく

らい使われているか。実際、事業者はかなり減っているんですね。

資料からいうと２，５００ぐらいあったのが１，８００ぐらいまで

減っている、何かそのようなデータがあったかなというように思っ

ていますので、そういう意味では、人の空き家もあるんですけれど

も、産業もどういうような張りつき方をして、それのどこが抜けて

いったかということを、そういうところと、これから新しくできる

インフラですね。道路とかリニアとかです。そういうところとの関

係性から、Ｃ委員ご指摘の産業をどうやって誘致していくかという

ところについても、この中で検討するべきところ、もちろんそこに

就業者がいたら、そこに人がいるわけですから、そこをどうやって

扱うのかという問題になってきますので、そういう意味では非常に

重要なご指摘をいただいたかなというように思います。  
      あと、私の感想で申しわけないですが、病院の話についてですね。

これもなかなか難しい、この先、どうご議論いただくかということ

がありますけれども、今、既にあるわけですから、やはり、例えば

先ほど高齢化率、結構駅前とかで激しい割には、病院は郊外に出て

いってしまったので、高齢者が中心街に住んで、郊外の病院に通う

という、何がいいんだか悪いんだか、まあ悪いんだと思いますけれ

ども、そういう状況になってしまっているというお話があるのかな

というところがありまして、こういうことを含めて、どういうよう

な、立地適正化の中で、もう一回まちなかに戻していくことができ

るのかということと、現状あるところをどうやって拠点としてこれ
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から使うかというところも十分ご議論いただきたいなというように

思います。ありがとうございました。  
      そのほか、いかがでしょうか。  
 
Ａ委員   人口についてなんですけれども、ちょっとここにはない資料なん

ですが、山梨の最近１５年で出ている年代別の人口の移り変わりと

いうのを調べてみたのですが、やはり１０代の終わりの１７歳くら

い、１７歳、１９歳が、人口がすごく減っているんですね。これは

やはり大学の進学、その時期に、東京のほうとか、県外に出ていく

数が非常に多くて、その数がやはり３，０００人規模で移動してし

まって、今度その人たちが帰ってくるかなと思うと、その年代のと

ころを見てみると、斜めに見てみたのですけれども、どの年代も斜

めに見ていて、大学が終わるころも、やはり人数は増えずに、その

まま減少になっていて、大体２５歳くらいから人口が安定している

感じだったんですよね。  
      やはりこの高齢化とかそういうようなものの改善をするには、そ

この大学進学のときの、流出というのも、止めるのも大切なんです

けれども、それもちょっと時間がかかるのかなと。やはり先ほどち

ょっと出た、技術系の大学だとか、そういうのが少ないので、どう

しても県外に行かなくてはならないという現状があって、そこら辺

はやはり大学の中の内容とか、そういうようなものも、今後やはり

考えていく必要があるのかなというように思っていて、あとやはり

Ｕターンで人口を増やすには、企業を育てなくてはならないんです

けれども、それで考えたときに、最近、私が知っているだけで、ほ

かにもいろいろあるのかもしれないのですが、産学官で取り組んで

いる中で、燃料電池のこととかがあるのですが、これは大学が山梨

にもありますし、企業も大手企業と大学と、あと行政なんかもかか

わって、開発とかそういうようなことをしているので、そういった

大きな企業を、いずれ山梨のほうに誘致できないかとか、そういう

ようなことという動きは、県としてはどういうような動きになって

いるのでしょうか。  
 
事務局   すべて答えられるわけでなく申しわけないですが、今、Ａ委員が

おっしゃいました、転出の話ですね。やはり全体では、先ほど申し

たように、転出超過というようなことになっているんですが、やは

り年代別にみると、２０代から概ね４０代で転出超過、５０代から

８０代前半で転入超過というような、２５年までの状況になってい

るようです。Ａ委員がおっしゃるように、転出超過で一番多いのが、

やはり２０代、２０歳から２４歳、この割合が特に高くなっている

ので、おっしゃるように、やはり大学とかに出ていってしまって、

地元のほうに働く場所がなくて戻ってこられないという方があるの

ではないかな、非常に多いのではないかなと思われる、今言われた

ことが非常にあるのではないかなと思います。以上です。  
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事務局   あと今、ご指摘いただいた内容って非常に重要なことだと思うの

ですけれども、やはり分野的にはこの都市計画の範囲を大きく越え

て、どちらかというと県の総合計画なんかでの施策、取り組みとい

うようなことに結びついてくるような内容になってくると思います。

やはり総合計画については、総合計画で、総合計画審議会というよ

うなものを県の方でも設けて、色々な学識者の方ですとか、民間の

方たちの意見を聞きながら、今の計画自体の取り組み状況とか、今

後の改善の方法とか、そういうものを話し合っておりますので、そ

ういう中で、話し合われていくことかなというように感じておりま

す。  
      具体的に、そういったことに対する取り組みが今何か伝わってき

ているかというと、ちょっとまだそこまではいっていないのですけ

れども、おっしゃられたような問題意識は県庁内部の人間も感じな

がら、いろいろな計画に取り組んでいるというような状況でござい

ます。  
 
Ａ委員   もしも例えば大きな企業を誘致できたとか、Ｕターンの数が増え

てきたときには、さっきの空き家になっている賃貸のものをリノベ

ーションして使えるのかとか、あとやはり住むところが必要になっ

てくるので、結局それでさっきの、やはり地価が安いのは郊外のほ

うだと思うので、郊外のほうに流出していってしまうのかというと

ころを考えると、先にやはり手を打っておいたほうがいいのかなと

いう気はするのですけれども。  
 
事務局   現在のところは、今日お示ししているような人口の推移というこ

とを前提に、都市部の土地利用の方針について、今後検討させてい

ただくわけでございますけれども、そういった変化にも対応できる

ような形ですね。どういうところに、どういうところの人口密度を

減らさないような形で、今後都市づくりを進めていくのが、産業と

か、いろいろな住民の方たちの住みやすさとか、そういうものにつ

ながっていくのかと、そういうところで検討していきたいと考えて

おります。  
 
委員長   ありがとうございます。ちょっとこのマスタープランの位置づけ

というのは、結構難しいところで、ちょっとパッシブなところ、受

け身なところがあって、人口フレームがあって、そこにどうするか

という話になるので、そうすると、それがそもそも人口増やしたい

という話からいくと、ではどうすればいいというの、確かにちょっ

と難しいところではあるのです。その辺、この中でどう位置づけて

いくか。そうはいっても、人口が減っていくから、その受け入れで

どんどんやっていきますという話にもなかなかなりませんので、そ

ういう意味では、先ほどの産業の話もございますし、この地域とし
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て魅力的で人が移住してくれる、転入してくれるとするためには、

どういうのが必要なのかというところは、きちんと打ち出しておか

ないと、ただ減っていくから、それに合わせてまちを小さくしてい

きましょうという話では、ちょっとどうかなというところがありま

すので、そういう点もぜひ考えていただきたいと思います。  
      そのほか、いかがでしょう。まだご発言いただいていない委員の

方々、いかがでしょう。――どうぞ。  
 
Ｄ委員   Ｄでございます。地方自治を専門としているため、それに関連し

て質問させていただきたいのですが、今回、地方分権一括法以降、

都市計画分野において、さまざまな権限委譲がもたらされまして、

先ほどご説明いただいたように、協議という形をしばしば目にする

ようになりました。  
     協議というのは、すごく玉虫色で、どういうように捉えるかは議論

のあるところなのですが、そこで、マスタープランの全体拝見させ

ていただいて、市町村からの要望という形が私たち委員の側に見え

づらいように思いました。実際にその開発の許可の段階とか、その

下に降りた段階で、対立が生じる可能性というのは多いと思うので、

なるべく私たち委員が検討している段階で、市町村が抱えるこうい

う問題があるのだとか、そういうのを伺っていくと、現場にてこう

いう開発が出てしまうのだということを避けられるのかなというよ

うには思いました。予測可能性を高めるという意味でも、市町村の

方との連携というのを、どういうようにとる方法があるのかという

のを、お聞かせ願いますでしょうか。  
      これは、ちなみに、職員の方にお話ししたときに、今回、聴講し

ていただいている後ろの方々の中に、市町村の担当の方が今日いら

していただけているということを伺いましたので、ぜひそれ以外に

方法というのはございましたら、お聞かせください。  
 
事務局   ありがとうございます。市町村との連携ということで、マスター

プランの今回改定に当たりまして、各市町村ごとに、現在の課題で

あるとか、どのような計画をお持ちであるか、そういうことのヒヤ

リングを行っています。今後も、この委員会を進めると同時に、我

々、新しい考え方を、当然市町村のほうにもお話をして、市町村か

らもその考え方に関して、回答をいただくという連携は図っていく

ような形になります。  
      マスタープランは、都市計画区域ごとに区域マスというのをつく

るのですが、当然その区域マスに即した形で、市町村のマスタープ

ランというのを皆さんおつくりになると思いますので、連携を図ら

ないと、方向性が違ったものだとうまくいきませんので、そういっ

たことは連携を図っていく、方向性についてですね。  
      それから、市町村になりますと、より具体の都市計画になります

から、そういったものに位置づけられるように、うちの区域マスタ
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ープランにも取り入れていくというようなことは、今後も引き続き

やっていくような状況になります。  
 
委員長   ありがとうございます。なかなか協議というか、市町村さんもい

ろいろとご意向ございますので、特に人口が減るという中では、ち

ょっと取り合いみたいなところも少しありますし、なかなか全体と

していいというところにうまくもっていけないというのは、県の方

もいろいろと歯がゆいところがあるのかなというように思っており

ますけれども、そういうところを今回、協議ですね、今ご指摘いた

だいた点、何かうまく連携して、全体として非常にメリットのある

形でというのも、うまく打ち出せるといいかなというように思いま

す。  
      そのほか、いかがでしょうか。Ｅ委員。  

 
Ｅ委員   先ほど、Ｃ委員から、コンパクト化というのが大きな流れだろう

というお話がありました。私も人口が減少していくわけですから、

当然コンパクトシティという方向には議論が進むだろうと思うんで

す。そのときに、先ほどからお話しに出ています拠点をいかに効率

的に整備し、求心力を高めていくかというのはもちろん大事なんで

すけれども、一方で、コンパクト化して残った周辺のところ、縮退

するところをどういうようにしていくかというところも、私は非常

に重要ではないかなと思っています。そういう場所は、かつて市街

地だったところとか、かつて農地だったところが、縮退によって使

われなくなったという場所ですけれども、そういう場所を今後都市

の議論の中でどう扱っていくかは極めて重要ではないかと思います。

現行の県マス、あるいは区域マスの中でも、都市地域と農業、森林

地域との共生とか、あるいはダイナミックプランの中でも景観力、

農業力という言葉を使われているので、恐らくそこら辺は意識はさ

れているんだろうと思うのですが、ただ一方で、何をもって共生と

するのかですね。農業力というのを、何をもって都市に生かしてい

くのかということは、具体化していないんだろうと思います。  
      今日のご説明の中に、２番のところ、県マス、区域マスの関連施

策の実施状況を幾つかご紹介いただいたのですけれども、この中に

農業とか環境に関するものの実施状況は極めて少ない。やはり保全

の話にスタンスを切ってしまうと、この部分の施策というのは、な

かなか見えてこないのです。従前の成長していく時代であったらよ

かったのだと思うのですけれども、これからの人口が減っていく中

において、あるいは環境共生等がこれだけ言われるようになってい

る時代にあっては、もう少し具体化させて、議論を踏み込んでいく

必要があるのではないかなというように思います。  
      例えば、農地は農業生産というだけではなくて雨水を一回溜めて

おいてくれるとか、森林に関しても水源涵養というのがありますの

で、下流側の市街地における洪水を防いでくれる効果があると思い
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ます。この先、温暖化が進んで、ゲリラ豪雨みたいなものがどんど

ん増えてくると、その機能というものは、かつては保全というのは

全くお金にならなかったので、余り関心がなく、都市側の議論に入

ってこなかったと思うのですけれども、金銭的にも大事な価値を持

ち得る話になってくるのではないでしょうか。さらに縮退が進んで、

人口減少が進めば、例えば、上流側の農業のインフラ、農業用排水

の管理みたいなところに手が回らなくなって、そこの環境劣化が下

流側にも及んでくるはずです。そうなると都市での生活にも影響が

出てくるでしょう。あるいは森林の砂防ダムの維持管理においても、

予算を割きにくくなってくれば、土砂災害の危険度も増してくるは

ずです。そのときに、コンパクト化を進めながら、どう環境側をう

まく活用しながら引いていくかという、その空間計画が、これから

重要になってくるのではないかと思います。  
      その議論の一つの出発点としては、農業側、森林側がどういう空

間計画を持ち得るのかということがあると思います。農政との協働

という話になってきますが、そこを深めていって、その上で、都市

側からみたときに県土全体、県の範囲全体をどういうように空間利

用していくのか、適正なのかという点の議論を深めていく必要があ

るのではないかと思います。  
      先ほど保全の話はこれからは都市の側でも効いてくる、という話

をしましたが、効いてはくるんですけれども、今日のご説明の中で

もありましたが、やはり市町村に下りてくると市町村はまだ開発の

意向を持っておられるケースがある。そうすると逆に、そういうと

ころではより上位から、保全に関係する厳しい方針が出ていること

が重要になることもあります。それはまさに県のレベルでのマスタ

ープランを議論する意義にも繋がるのではないかと思いますので、

そこら辺を少しでも具体化できるといいなと思います。  
      今日ご説明いただいた資料の中で、農地、耕地面積が大分減って

いて、３割ぐらい減っているというお話がありました。ではその減

った農地がどこで減っていて、それが今どういう状況になっている

のか、それが都市側に悪影響を及ぼしていないのかというあたりを

出発点として、情報を出していただけると、イメージが湧くのでは

ないかと思いました。以上です。  
 
委員長   ありがとうございます。幾つかご指摘いただきましたが、事務局

のほうから何かございますか。  
 
事務局   ありがとうございます。Ｅ委員。  
      今おっしゃられた、最後におっしゃった、農地というのは、どこ

に行って、どのような状況になっているのかといったところですと

か、それから農林サイドですね。農政、それから森林計画、どのよ

うな計画をもっているのか、そういうことは今回ちょっと間に合い

ませんので、次の委員会まで、各部局等に聞いて資料等を集めて、
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議論していただくものをつくってみたいと思いますので、よろしく

お願いしたいなと思います。  
 
委員長   ご指摘いただきました、いわゆる縮退というんですか、コンパク

ト化を進めるという中で、どうケアに使ったところをどうやって撤

退するかという話、なかなか難しい、そこが実際に結構難しいとこ

ろかと思います。それ多分各市町村さんが実際にやろうとしても、

なかなか難しいところで、このマスタープランの中で、そういった

ところをどういうようにしていくかというところは、ちょっと見通

しがないと、なかなか実際やるほうも難しいかなと思います。そう

いうこともぜひご指摘いただきまして、盛り込んでいければという

ようなところは、思います。  
      実際問題、農地が大分減っているというのもありますし、また農

地が減っていて、何に使われているか、多分、先ほどのアパートの

話も含めて、いろいろなやり方はしていると思うのですが、そうい

ったどう減っているのかというのがわかると、これからどうしたら

いいかというのが見えてくるかと思いますので、そういったところ

をぜひデータとしてあるようでしたら、お示しいただきたいと。そ

れと合わせて、これからのコンパクト化をどう進めるかという話ま

で、もっていけるといいかなと思います。それは農業のいろいろな

機能、保全というところも含めて、ご指摘いただいていますので、

そういうところもきちんと打ち出せていけたらと思います。  
      そのほか。Ｅ委員、お願いいたします。  
 
Ｆ委員   この資料の最初のページにもありますように、人口減少、これは

どうしても避けられないことかと思います。だんだん高齢者の占め

る割合が増えてくる。あと商業施設にしても、病院にしても、市中

にはなくなってしまっている。そういうアクセスの問題、これまた

コンパクト化して、地域に集約できれば、それが一番いいんでしょ

うけれども、それまでにはまだまだ時間がかかると思います。です

から、そういうアクセスの問題、公共交通機関が非常に、お粗末な

状態ですし、自家用車でないと行けないような、今、社会になって

しまっていますので、何とかこれ自治体なんかで、コミュニティバ

スみたいなものを活用できたり、あるいは年寄りが、最近特にお年

寄りの車の運転、いろいろな問題を起こしていますし、お年寄りが

安心して病院へ通う、お店に行くというような都市構造をつくって

いくということ、ある程度必要なんだろうとは思います。そんな意

味でも、やはり公共交通機関の充実と、自治体によってお手伝いす

るような方法をつくっていってほしいというのが、今の状態です。  
      それからあとやはり、生産人口が減ってきて、これは先ほどＣ委

員がおっしゃいましたように、産業振興というのが非常に必要にな

ってくると思いますし、働き場所がないと、どうしても若い人は戻

ってきてくれないという状態ですから、例えば、私は、富士吉田で
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すけれども、忍野村に、ファナックが１社あるだけで、あれだけ人

口が増えて、地方交付税もなしというような村の状態があります。

ぜひそういう何か県としても優秀な会社を誘致できるような方策を

何とかあげていただければと思います。  
 
委員長   ありがとうございます。２点ほどご意見いただきましたけれども、

いかがでしょう。事務局から何かお答えすることありますか。  
 
事務局   Ｆ委員のおっしゃるとおり、なかなか都市機能の集約って時間が

非常にかかると思います。病院とか、先ほどの役所ですとか、やは

り集めるって時間かかると思いますが、そういった中でもおっしゃ

るように、アクセスの関係ですかね。公共交通機関というのは、真

っ先に取り組むべきものではないかとはこちらでも思っております。  
 
委員長   ありがとうございます。公共交通のネットワーク計画というのも、

別途構築されているというようなお話でございますので、ぜひこれ

と連携をしていただくということ、十分ご配慮いただきたい。向こ

うで考えているのと、こっちで考えているのが全然違っているとか、

そういうことがないように、ネットワークとこちらのマスタープラ

ンで考えているところが一致するようにということです。特にご指

摘いただいたように、病院とか、そういうものがきちんと一致する

というようなことは、重要かなというように思います。  
      あと１点、私の感想レベルですが、産業振興という話、もちろん

産業振興のマスタープランの中でという話があるのかもしれません

けれども、そうはいっても、産業、まして先ほどファナックさんの

お話もございましたが、やはり住環境がいいところでないと、会社

も優秀な人を集めたかったら、優秀な人が住んでくれるところじゃ

ないと、やはり立地しにくいと思うんですね。ここに住むのでは誰

も来ないでは困ってしまうので、やはり魅力的なところに優秀な人

が来てくれると、あそこだったら行ってもいいと。  
      私、学生の就職担当、この３年間ぐらいずっとしているのですけ

れども、結構住環境って皆さん考えているんですね。自分の住環境、

自分の住みたいようなところで働きたいというのがあるので、業種

よりも、意外とそっちだったりするところがありますので、そうい

う意味では、この都市計画マスタープラン、産業振興はものすごい

重要な役割をもっているのではないのかなというように思っており

ますので、住みよいと、魅力的な地域になるということをきちんと

この中に打ち出せるといいのかなと。そうした結果としては、産業

振興にもつながっていくというように思います。もちろん産業の立

地の話も含めて、ぜひご検討いただきたいというように思います。  
 
Ｇ委員   資料は大変、よく整理をされていると思いました。まだ１年ぐら

い策定に作業の時間があるというので、少しこういうことも今回や
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ったほうがいいのかなということも含めて、お話しさせていただき

たいと思います。  
      前回の県のマスタープランについては、集約型の都市構造、基本

的な方向は多分、それで今回も大きく変わらないとは思うのですが、

そういうことを打ち出したにもかかわらずというのがいいのかどう

かわからないけれども、現実問題としてなかなかそれをうまく実現

できていないという部分を、やはりどう実現していくかということ

が、多分一方であると思うのですが、ちょっと今日の感想の一つは、

やはり状況がかなり深刻になってきているようにも思うので、そう

いうコンパクトシティみたいな、かなり理想的な話は、これは引き

続きやる必要はあるんだけれども、もう一方で少し現実的な対応も

ちゃんとやらないといけないのではないかなという気がいたしまし

た。  
      まずこれまでの路線を強化するという部分でいうと、私もやはり

拠点づくりだと思うのです。拠点については、駅周辺については、

いろいろと整備がされたり、それから公共交通をどうするかという

ことは、一方で検討されているようですし、それから状況証拠程度

ですが、２４ページをみると、鉄道の乗車人員の推移も、緩やかで

はあるけれども、どの線も増えてはきている。それから、乗合バス

も、もっと減っているのではないかと思っていたら、意外にそこは

横ばい状態になっている。つまり、減少が止まっているので、使っ

ている人は、きっちり使っているということであり、やはりそうい

う鉄道、バスをつなぐ駅周辺について、これらの乗り換えをどうい

うようにするかなどは、きっちりと事業を進められてきたと思うの

ですね。  
      拠点の交通結節のところは、割としっかりできてきていると思う

ので、問題はだから、拠点の機能誘導の方がやはりかなり課題にな

っていて、さっきちょっと病院の話もありましたが、そちらを今度

はどういう形で進めていくか。あるいは、拠点をどう決めていくか

ですね。その辺が一つポイントかと思いました。  
      とりわけ深刻そうなのは、１７ページに、地域別人口密度のメッ

シュ数という表があって、この右側に今出ている表で、非線引き用

途地域というのが右から２つ目の欄にあって、ここの１０－２０人

／ヘクタールのメッシュというのが、ものすごく増えるんですね。

つまり、非線引き用途地域が相当危ない状況だということだと思い

ます。大体今のマスタープランで非線引き用途地域は、広域拠点で

はないけれども、何らかの拠点には指定されているので、ここにど

う機能を誘導してくるかということを、今回はきっちりと考えたほ

うがいいというように思います。それが１つ目です。  
      それから２つ目は、やや現実的な対応をというのは、最初の人口

のグラフでもいいのですけれども、高齢者の数が、ここのグラフだ

と絶対数が減らないんですね。ずっと増えているんです。この段階

を超えると、次は高齢者の数も減るという、最終人口減少局面に入
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るのだけれども、とりあえず今回考えている間は、高齢者は数は減

らないわけですよね。これらの方がどういうところに多いかという

のが、７ページなんかをみると、確かに中心市街地なんかでも、高

齢化率は高いのだけれども、この絵をみる限り、やはり縁辺部、こ

れだと甲府盆地の周辺部ですね。こういうところに多い。  
      ちょっとこれ事務局のほうの宿題になるかもしれませんけれども、

高齢者も比較的元気な方もたくさんいらっしゃるので、現実的な対

応という意味ではやはり後期高齢者がどうなるかというのが、非常

に大きな課題なのではないか。ここはちょっと高齢者を分けて分析

をしたほうがいいのではないかなと思います。後期高齢者が率だけ

ではなくて、あと絶対数、どこにどれぐらいの後期高齢者が居住さ

れているかということと、それから場合によっては病院の場所とか、

あるいは後期高齢者の場合、あまり長い移動というのは、非常に考

えにくいので、そういうことを考えると、今のマスタープランは拠

点でもかなり上位の拠点を決めていますが、少し下のほうの、本当

の地域の生活に密着しているような拠点を、これは市町村の皆さん

と協議になると思うけれども、ある一定程度示してあげるというの

は、今回の県のマスタープランの大事な役割なのではないかと思う

のです。こういう高齢者の居住している分布をみると、どうも都市

計画区域だけではなくて、その縁辺部とか、あるいは中山間地域な

んかも含めると、今日も資料にありましたが、小さな拠点みたいな

ものも少し念頭に置きながら、もう一回拠点の洗い出し、見直しと

いうのを、今回かなり丁寧に、場合によっては、前回、拠点候補に

ならなかったようなところも含めて、少し作業をされたほうがいい

のかなというように思いました。マスタープランで最終的にどこま

でそれを書くか、ちょっとまた別の問題だと思うけれども、それが

２つ目です。  
      それから３つ目、済みません、４つあるので、あと２つ。  
      ３つ目は、少なくとも地形が平坦なところはやはり居住がかなり

広範囲に広がっている。防災の図がありましたね。３２ページ、こ

れは右側にあるのはハザードマップですね。これはやはり非常に大

事な情報で、なかなか白地の開発をどうやって止めていくかという

ことについては、現実的には市町村がほとんどの権限をもっている

ので、難しいということはわかるのだけれども、県としては、災害

リスクの情報をきちんと出してあげるというのが、今回大きな役割

の一つなのではないかと思うのです。この図だと余りにも粗過ぎて

よくわからないので、もうちょっとちゃんときっちりとした情報を、

地元の市町村の方は地元の住民とかなり距離が近いので、災害リス

ク情報というのはなかなか言いにくい面が実際にはあるんです。な

ので、これはやはり県のほうから、ここはこれだけのリスクをもっ

ていますよと。その上で、どういう居住のされ方をするかというの

を考えていく。場合によっては、撤退ということもあるだろうし、

場合によっては、土木構造物をもっとしっかりするというようなこ
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ともあるだろうし、対策の選択肢はいろいろあるので、イコール撤

退ではないと思うのですけれども、少し災害リスクをきっちり示し

てあげることで、緩やかに居住を誘導し、余り危ないところには住

まないようにする。少なくともこういうところをこれから新規開発

するというのは、やはりちょっとおかしいのではないかなという気

がするんですよね。したがって、そういう情報をしっかり出してあ

げるというのが、３番目の大事なことかなと思っています。  
      ４番目は、今日は資料になかったのだけれども、財政の話です。

県の財政も多分市町村の財政も、人口が減ってくれば、もちろん基

本的に税収が減る構造だから、非常に財政が厳しくなっていく。そ

うすると、公共投資をどうやっていくかということだと思うのです。

県のマスタープランの大きな役割の一つは、公共投資の誘導だと思

うので、道路はある程度繋がないと機能しないから、これはやむを

得ないところがあると思うのだけれども、例えば、下水道なんかは、

全国的には結構いろいろなところの市町村がもう見直しを始めてい

て、とてもこれから新規に整備をして、下水道の施設を４０年間、

５０年間維持し続ける財政力が、下水道って非常にボディブローの

ように効いてくるので、厳しい。だからもう公共下水はやめて、合

併浄化槽でいきましょうみたいなところに変えてきているところも

あるので、これはそれぞれの市町村の財政事情も関係してくるでし

ょうけれども、やはり財政の状況から、どれぐらい公共投資ができ

るのか、ある程度見えていないと、なにが何でも下水道の整備率１

００％にしますみたいな話でもどうもないのではないか。逆に、そ

ういうのがコンパクト化への誘導の手段にもなり得るので、そうい

う視点からもう少しきっちり議論をしたほうがいいのかなと思いま

した。以上です。  
 
委員長   ありがとうございます。４点ご指摘いただきましたけれども、事

務局のほうから何かございますか。  
 
事務局   Ｇ委員、ありがとうございます。今いわれた資料について、次回

委員会までに、深く掘り下げたものを提示できるように、頑張って

みたいと思います。  
 
委員長   今ご指摘いただいた点で、小さな拠点というようなお話も、非常

にご指摘にあった中山間地、特に後期高齢者が大きく残っていると

いう状況になってきているかと思いますので、そういった質も含め

て、どういうようにそういったところも含めて、どうなるべきかと

いう話はしていただくべきだと思います。災害のお話は、もうその

とおりだというように思います。明らかに市街地の広がっていって

いる方向がどんどん災害リスクが高い方向に広がっていっていると

いうのは、間違いないかなとこの図をみて思いますので、そういう

意味で、ご指摘いただいている、広島の土砂災害とかもそうでした
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けれども、危ないところだというところに結果としては住宅がたく

さん張りついているということで、被害を受けたという話がござい

ますので、そういうことも含めてどうするかと。あとは財政の点、

これも下水道は、人口が減っていっても、下水道を切るわけにいき

ませんから、結構それをどうするかという話ですね。各市町村さん

がいろいろと検討されていて、それは確かにご指摘のとおり、コン

パクト化のかなりインセンティブになり得るという気がいたします。

そういうところも含めて、この中で示していくというのは、重要な

ご指摘かと思いますので、また次回以降、ぜひご検討いただきたい

というように思います。  
      皆様から一通りご意見いただきましたが、もし何かありましたら。  
 
Ｂ委員   定住人口については、多分、コンパクトなまちづくりの方向に行

くのだと思うのですが、交流人口については、先ほどもリニアのお

話がありましたように、首都圏、中京圏、関西圏を含めますと７，

０００万人近い人口が住んでいるということ、そういう大きなくく

りの中で、山梨をどういうように考えていくかということも大事だ

と思います。リニアができるころには、６，０００万人、インバウ

ンド観光が来るというようなことです。知事も人口１００万人とい

うのは、交流人口も含めた流れで考えていこうというようなことで

すので、できればそういう大きなくくりで物をみていくのがいいの

かなというようには思います。  

 
委員長   ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。概ねお時間のほうも来ておりますので、特にないようで

したら、今回、いろいろとご指摘いただきまして、非常に重要なと

ころございます。それで、最後にあります検討課題というところも、

少しご指摘いただいておりますので、その中で、どういうような検

討していくかというのを事務局のほうでご検討いただいて、また次

回にお示ししていただきたいというように思います。  
      よろしいですか。特に今回、何か決めるという話ではないかと思

いますので、いただきましたご意見を踏まえて、また次回以降、検

討を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。  
      それでは、活発なご議論ありがとうございました。事務局のほう

にお返ししたいと思います。  
 
司会    皆様には、大変熱心にご議論いただき、ありがとうございました。

特に佐々木委員には、長時間、委員長として議事を円滑に進行して

いただき、ありがとうございました。  
      それでは最後にその他でございますが、何かございますでしょう

か。――ないようですので、では本日の議事録につきましては、会の

冒頭で事務局から説明させていただきましたとおり、後日各委員宛
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に送らせていただきますので、内容の確認をお願いいたします。ま

た第２回委員会の開催につきましては、３月頃を予定しております

が、後日改めまして、文書でご案内させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。  
      それでは、以上をもちまして、山梨県都市計画審議会第１回マス

タープラン委員会を閉会とさせていただきます。本日は大変ありが

とうございました。  

 


